
 

 

事業名  

 

課 長  健康推進課  二宮  

☎   ０３－３４５５－４４２７（直通） 

係 長  健康推進課 健診事業担当  船岡  

☎   ０３－６４００－００８３（直通） 

ここが 

ポイント 

◆港区医師会加入の耳鼻科専門医が

聴力検査を実施します。 

◆高齢者補聴器購入費助成制度と連

動し、高齢者の聞こえを支援します。 

予算額 ４,８５２千円 

区 分
■ 新規 

□ 臨時（□ 新規・□ 継続） 

□ レベルアップ 
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資料 10 

問合せ 

～難聴を早期発見して適切な支援へ～ 

高齢者の聴力検査を開始 

 加齢性難聴は認知機能の低下の危険因子の一つと言われていますが、検査

する機会がないと早期に発見することが困難です。港区医師会によると、区

内には、自覚がないものの聴力に異常がある高齢者が３割程度いるとされて

おり、聴力検査の機会の確保が課題となっていることから、区は、有識者と

実施体制について検討を重ねた上で、港区医師会と連携し、高齢者の聴力検

査を開始します。 

事業概要

① 対象者に受診券を個別送付し、港区医師会の指定医療機関で検査を実施

  します。 

② 検査の結果、必要な場合には精密検査の受診を勧奨します。 

③ 精密検査の結果に応じて、港区高齢者補聴器購入費助成制度等を活用 

   しながら、高齢者の聞こえを支援します。 

■聴力検査の対象者 

 年度末年齢６０歳、６５歳、７０歳、７５歳の区民 

 ※令和６年度対象者 約９,５００人

■事業の流れ 

■スケジュール 
令和６年６月 受診券の一斉発送 

    ７月 医療機関での検査開始 

 
■対象 以下の条件を全て満たす方 

（1）区内在住の６０歳以上の方 
（2）聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方 
（3）区が指定する医療機関を受診し、補聴器が必要と診断された方 
 

■助成額 補聴器購入額（上限１３７,０００円）  
 ※住民税課税の人は補聴器購入額の１/２（上限６８,５００円） 

 港区高齢者補聴器購入費助成制度 

（令和４年度開始） 

補聴器相談医や認定補聴器技能者が、

補聴器の購入前の相談からアフター 

ケアまでを支援する港区独自の制度

「港区モデル」に基づく助成。 

助成額は実施自治体で最高額！ 

令和４年度実績 ５２３件 

令 和 ６ 年 1 月 ３ １ 日 

港区令和６年度予算案記者発表


